
松江城周辺の建築物等の景観形成基準の見直しについて
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【目的】

「松江らしい景観」を残し、次世代に受け継ぐため、
景観形成基準の見直しを図るもの

【検討内容】

〇松江城周辺の建物等の景観形成基準の見直し
• 対象エリア
• 景観形成基準（高さ・形態意匠・色彩・素材
など）

• 高さの手法（高度地区・地区計画・景観重点
区域）

• 視点場の設定



• 松江城の周辺において、歴史的な景観の保全を目的
に建物の高さを制限

• 一方で、松江城南側は高層建築物の立地が可能な
「商業地域」に区分
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松江城周辺の建物の高さ基準の現状
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景観形成基準の現状（一部抜粋）

事項 景観形成基準

位置 ・行為地が歴史的建造物等の優れた景観資源に近接する
場合は、その景観に配慮した位置とすること。
・行為地が道路（注3）又は河川（注4）に接する場合は、
できる限り当該道路、河川から後退した位置とすること。
・行為地が稜線の近傍にある場合は、できる限り稜線を乱
さないよう低い位置とすること。

規模 ・景観形成上重要な地域（注1）においては、主要な展望地
（注5）からの眺望を著しく妨げることのないよう特に配慮
すること。

意匠 ・地域の景観と調和するよう配慮すること。
・建築物の屋外階段、壁面設備及び屋上設備は、当該建築
物との一体性を確保するよう配慮すること。ただし、や
むを得ない場合には、展望地（注2）、道路（注3）、河
川（注4）からできる限り見えない位置に設置すること。
・建築物に設置する看板及び広告塔は、必要最小限の大き
さ及び設置箇所数にとどめるとともに、建築物及び周辺
の景観との調和に配慮すること。



松江城

松江城周辺の景観基準の想定対象エリア（参考図）

景観基準の見直しの方向性

• 松江城南側の「商業地
域」を想定

• 手法は景観法・都市計
画法に基づく景観基準
を検討（高さ・形態意匠）

• 視点場（ビューポイン
ト）の設定
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松江城の高さ（参考図）

松江城周辺の建物の高さ制限の見直し

（標高）

４９．５m最上階床上
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視点場

視点場による高さ基準の設定

松江城を眺望でき
る場所を選定し、
視点場から松江城
の眺望空間を確保

松江城
視点場

松江城視点場（参考図）
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高さ制限（景観） 高度地区
（城周辺）

視点場
（景観計画：城への視点）

備考

松本市 あり あり あり
（P.9～11のとお
り）

景観による高さ制限は、市街地全域
（用途地域ごと）
眺望景観（眺望点）19か所24点（松
本城6点）

犬山市 あり なし あり
（P.13のとおり）

彦根市 あり なし あり
(P.17のとおり）

城下町景観形成地域内に３つ地区計画
あり

姫路市 あり あり なし 視点場として世界遺産姫路城十景が知
られている

松江市 あり なし 展望地等の指定はあ
るが、視点場の指定
なし

景観地区、地区計画（大手前）あり

【他市事例】
高さ制限等の現状一覧
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松本城周辺の高さ制限

松本城D
松本城C

松本城B
松本城A

景観計画 高さ 主な用途地域

お城東地区 25m、20ｍ、15m 近隣商業、第1種

中央東地区 29.4m、25m、20m、15m 商業、近隣商業、準工業、第1種

中央西地区※ 29.4m 商業

西口地区 20m、15m 準工業、第2種

北松本地区 20m、15m 準工業、第2種

・松本市景観計画よる高さ制限

※中央西地区：景観上支障がない範囲で制限の1.5倍（４５m）まで緩和
ただし、景観審議会の意見聴取

約2.5km

約2.5km

約900m×900m
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松本市の眺望景観

※松本市景観計画の抜粋
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松本市の眺望景観（一部抜粋）

※松本市景観計画の抜粋

お城への視点場
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松本市の眺望景観（一部抜粋）

※松本市景観計画の抜粋

11



犬山市の景観及び犬山城周辺の高さ制限

※犬山市景観計画の抜粋

約2.0km

約1.3km
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犬山市景観計画の眺望図

※犬山市景観計画の抜粋 13



犬山市の景観形成基準

※犬山市景観計画の抜粋
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彦根城周辺の高さ規制
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※彦根市景観計画の抜粋
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彦根市景観計画

城下町景観形成区域
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彦根市景観計画（眺望景観図）

※彦根市景観計画の抜粋
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彦根市景観計画

※彦根市景観計画の抜粋
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凡例

高度地区(12m)

高度地区(15m)

高度地区(35m)

高度地区(50m)

野里街道地区
景観（２階建）

商業地区
（都市計画法）

姫路城周辺
景観形成ゾーン

特別史跡指定区域

中濠通り地区
景観（２５m）

姫路駅北前広場地区
景観（４２ｍ）

姫路城周辺の高さ制限

※姫路市都市景観形成基本計画・
姫路市Webマップ（都市計画）・
姫路市景観計画を基に松江市
が作成

基盤地図情報基本項目を使用 19



凡例

景観地区
景観計画重点区域

地区計画

松江城

松江城周辺の高さ制限

約1.2km

約1.2km
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